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農林水産省家畜衛生試験場 山 本 孝 史 

最近 HACCP ( 本文末の注参照 ) という言葉が 

急速に人口に 檜失 されるよ う になってきた。 本方 

式は，従来の 最終製品の抜き 取り検査では 不可能 

な m00% の安全性を確保するための 衛生管理方式 

であ る。 すなわち HACCP は，食品の全製造過 

程における危害要因と ， それを回避するための 重 

要な管理ポイントを 明らかにし，その 管理ポイン 

トを 連続的に監視することを 骨子とした安全管理 

、 ンステムであ り，食品製造においては 画期的な成 

果を挙げている。 それゆえ本方式を 農場段階にま 

で適用してはどうかと 考えるのは自然の 成りゆき 

であ ろう。 わが国においても ，平成 8 年度より農 

林水産省により「畜産物衛生指導体制整備事業」 

という名のもとに ，農場段階における HACCP 

方式を実施するための 前段階として ，家畜の生産 

衛生状況を把握するための 実態調査が開始され 

た」。 

しかしながら ，食品の製造工程と 生物の成長過 

程を同一視出来ないことは 自明の理であ り， した 

がって農場における HACCP が最終的にどのよ 

う なものになるのか 必ずしも予見できない。 一 

方 ，デンマークにおける 豚のサルモネラ 防除に関 

する取り組みは ，農場段階における HACCTP を 

めざしたものとして 注目されるので 以下その概要 

を紹介する。 

サルモネラは ， ヒトの食中毒の 重要な原因 菌で 

あ るが，従来のと 畜 検査で摘発するのは 限界があ 

る。 そこでデンマーク 農水省 ( 現在は食糧農水省 

という ) は 1993 年，豚肉による ヒト のサルモネラ 

食中毒を防止するため ，サルモネラ 撲滅計画を開 

始した。 本計画は， HACCP の 7 つの原則すべて 

を満たしているわけではないが ， HACCP の理念 

に基づいており ， きわめて意欲的なものであ る。 

また同時に，デンマーク 獣医学研究所，王立獣医 

科農科大学，養豚生産者・と 畜場連盟等からなる 

研究プロジェクト「養豚場におけるサルモネラの 

低減と防 渇 」を発足させている。 

一般にサルモネラのような 人畜共通感染症の 助 

遇は，飼料工場，農場， と 畜場， 卸 ，小売りとい 

った食品ネットワークのすべてを 監視しないと 達 

成できない。 本計画では次のような 構成となって 

いる。 

飼料工場 : 動物へのサルモネラの 感染源として 飼 

料は大きな位置を 占める。 この撲滅計画開始以 

前，デンマークでは 多くの血清型がしばしば 飼料 

から分離されていた。 あ らゆる飼料工場は 最終製 

品のみならず ，重要管理 点 ごとのサンプリンバと 

サルモネラ検査が 義務づけられ ，陽性の場合は 同 

一バッチを 再 滅菌しなければならない。 検査結果 

は 毎月農水省から 発表されている。 現在 1 サンプ 

ル 50e が検査されているが ，最終製品の 0 一 

10//0, 生産途中の 5% に陽性が認められている。 

繁殖・増殖農場における 防湿 : 飼料以外では 繁殖 

豚からの感染が 最も重要であ るが， これらの農場 
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表 1  デンマークの 養豚場におけるサルモネラの 血清学的モニタリンバ 実施基準 

限界 値 ( 陽性サンプルの %) 
年間生産予想頭数 

  検査すべきサンプル 数 (%) レベル 2 レベル 3 

  1 一 100  1 文才   外   

  101 一 200  1 11. 1   50   50   

201 一 500 9.9 25 50 

501 一 1,000 7.2 23 50 

1,001 一 2,000 4.3 20 50 

2,001 一 3,000 3.3 20 50 

  3,001 一 5,000   3.3   17   50         

ノ 5,001   3.5 Ⅰ 0 33 

の 検査は強制ではなく ， 350 あ る公認の繁殖・ 増 

殖農場の自主的な 同意に基づいている。 すなわ 

ち，任意の 4 一 6 カ月齢の繁殖豚の 血液材料を毎 

月 20 頭 宛 エライザ法による 血清学的な検査に 供す 

る。 この ェ ライザ法は ， 後で述べると 畜場出荷豚 

の抗体検査にも 用いられているもので ，菌株 の リ 

ポ 多 糖を抗原としたものであ り，デンマークの 豚 

から分離されるサルモネラ 血清型の 95% を検出で 

きる。 

そして，過去 3 カ月の検査結果に 基づき，サル 

モネラ・インデックスを 算出する。 このインデッ 

クスの数値とサルモネラの 排出には密接な 関係が 

あ り，数値の大きい 農場は一定の 数値に下がるま 

る 。 例えば， オールイン・オールアウトあ るいは 

連続飼育方式を 問わず，母豚は 感染していても 排 

菌量は少なく ， また 口甫乳 豚は感染していないこと 

が多いのに対して ，肥育豚の排菌量は 多い等，豚 

の発育ステージにより 排菌の度合いが 著しく異な 

ることから， あ るステージの 糞便を他のステージ 

に持ち込まない ，等々。 

肥育 豚群 の 防渇 : デンマークは 年間約 2,000 万頭 

の肉豚を生産するが ，生産農家は 年間 100 一 10 ， 000 

頭 ( 平均 j,071 頭 ) を生産する家族経営が 主体で， 

ほぼすべての 農家は，生産量の 95% 以上をと 畜 す 

る「デンマーク 豚 生産者と畜場連盟」に 所属して 

で 豚の販売が禁止される。 

農場における 重要管理点の 同定 : サルモネラ・ ィ 

いろ。 サルモネラ撲滅計画は ，年間 100 頭以上を 

生産するすべての 豚群 をと 畜 時に検査して ，高 い 

陽性率を示す 群を見 ぃ だすことに基づいている。 

ンデック ス の数値の高 い 農場では獣医師が 必要な 

対策を講じる。 先ず，糞便や 環境から菌を 分離し 

その農場の血清型を 同定 し ， また農場の発育ステ 

ージごとの感染の 度合いを決定する。 このような 

検査成績に基づき ，飼養管理上の 改善策を講じ 

検査は肉汁中の 抗体を前述のエライザで 測定し 

検査成績に基づき 豚群は 3 つのレベルに 分けられ 

る。 レベル 1 は，陽性個体数が 許容範囲以下の 豚 

群 であ り， レベル 2, 3 は許容範囲以上の 豚 群 で 

あ る ( 表 1) 。 許容基準は， 豚 群の大きさによっ 
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て 異なるが，消費者保護の 観点から定められてい 

る。 すなわち年間生産頭数が 多い農場ほど 許容さ   

れる抗体陽性割合が 厳しく設定されている。 レベ 

ル 2, 3 の農場は感染の 程度を低減させるための 

飼養管理の改善に 関する指導を 受けなければなら 

ず，応じない 場合には罰金が 課せられる。 1995 年 

度は 45 万頭の抗体検査を 実施したが， レベル 1 が 

95.1%, 2 が 3%, 3 が 1.9% であ った。 サルモ 

ネラの汚染レベルは 月ごとに再計算されるが ， レ 

ベルの変更には 家畜保健所の 承認が必要であ る。 

と畜場出荷豚の 抗体検査には ，生産者，獣医師 

と 畜場における 重要管理点 

と畜場では，直腸 と 一連の内臓を 取り出す際に 

と体が糞便で 汚染される機会が 大きいことから ， 

取り出す双にプラスチックの 袋を直腸にかぶせる 

ようにした。 Nesbakken (1994) によると，こ 

の方法により ， ん伶勿わ笏姥托 co は眈 0 0 : 3 の 

と 体 汚染率は， 10% から 0 ． 8% に低下したという 

が ， 同様のことはデンマークにおいても 確認され 

ている。 この方法は ，デ、 ノ マーク， ノルウェⅠ 

スウェーデンでは 広く採用されている。 

また， と 体からと体への 汚染を防ぐため ， 刀そ 

および農場アドバイザⅠと 畜場，獣医学研究所， 

家畜保健衛生所の 緊密な協力関係が 必須であ る。 

検査成績はすべてデータベース 化され (ZOOR 

という ) 国が管理しているが ，このデータベース 

(ZOOR) は ， 「デンマーク 豚 生産者と畜場連盟」 

に 加入しているすべての 農場の生産成績を 記録し 

た 別のデータベースと 密接にリンクしている。 

ZOOR では，すべての 農場にコード 番号がつけ 

られており，検査すべきサンプル 数は，過去 13 週 

間の出荷頭数から 予測される年間出荷頭数によっ 

て 異なる ( 表 1) 。 どの枝肉を検査するかは 格づ   

けの段階でコンピュータが 指示を出しサンプル 

にはバーコードが 付されて 獣 E 学 研究所に送付さ 

れる。 現在，年間 80 一 100 万検体が検査されてい 

るが， これはデンマークで 生産される 肉豚 のうち 

約 20 頭に 1 頭を検査していることになる。 筆者は 

本年 1 月 獣医学研究所で 検査の現場を 見る機会に 

恵まれたが，抗体検査ロボットが 4 台並んで黙々 

と (?) 働いている様子には ，正直なところ 度肝を 

抜かれた思 い がしたものであ る。 ZOOR は ，生 

産 者に直接情報を 提供すると同時にと 畜場にも 送 

るようになっている。 
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の他の器具は ， 一つのと体を 処理し終えるごとに 

消毒している。 

( わが国では，秋田県鹿角市にあ る㈱ミートラ 

ンドが同様の 方式をとっていると 畜場として唯一 

のものであ る。 本誌 10 号参照 ) 

豚肉のサルモネラ 汚染の防除 

すべての @ プラントは，豚肉のサルモネラ 

汚染をモニタリンバするため ，最終製品の 細菌学 

的検査を受けなくてはならない。 総計， 2,nn0 検 

体が毎月検査されている。 

レベル 3 の農場から出荷された 肉豚 をと殺する 

際， と畜場は，別個のラインで 一日の作業の 終わ 

りにと殺し枝肉は 細菌検査を実施して 陰性が確 

認されるまで 保管される。 陽性の場合は 加熱処理 

しなければならない。 本 撲滅計画が実施される 前 

は ， デンマークの 新鮮豚肉のサルモネラ 汚染は 

3% であ り， くず肉では 10 一 15% であ ったが， 実 

施後はそれぞれ ， 0 ． 5 一 1% および 3 一 5% に 低 

下した。 

デンマークにおける 豚肉のサルモネラ 汚染防除 
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計画は，飼料工場からと 畜場に至るすべての 過程 

を監視して防除に 結びつけるものであ り，不完全 

ではあ るが HACCP の概念に基づいている。 農 

産物の安全性に 関する消費者のアンケート 調査で 

は約 7 割の人が，「国産の 方が安全」と 考えてく 

れているよ う であ るが， われわれはこの 期待を裏 

切らないようにしなければならない。 
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注 : HACCP 

(HazardAnalysisCriticalControI Pojnt) 

月 着陸を目指した 米国のアポロ 計画において ， 

NASA と米軍のナトリック 研究所とともに ，宇 

宙食の安全確保のためのシステム 開発に当たっ 

た，米国総合食品メーカー ピ リスベリ一社のバウ 

マン博モにより 考え出された 衛生管理方式であ 

り，絶対に守らなければならない 次の 7 原則から 

成っている。 

1. 危害分析 HazardAnalysis 

発生するおそれのあ る危害 ( たとえば食中 

毒 ) について， その危害の原因となる 物質は何 

か，発生する 要因は何かを 明らかにし， その 防 

止 措置を明らかにする。 

2, 重要管理点の 設定 CroticalControl Point 

危害防止措置の 中で ， 最も重要な防止措置 ( 加 

黙殺菌等 ) を特定する。 

3. 管理基準の設定 CriticaI Limit 

防止措置が機能しているか 否かの境界線 ( 内 

部 温度と時間等 ) を決める。 

4. モニタリンバ 方法の設定 M0nitoring 

連続的に監視できる 方法を設定する。 

5. 改善措置 め 設定 Co 汀 ectiveAction 

管理基準を越えてしまった 場合， その工程で   

処理された製品 ( 半製品 ) を廃棄するのか ， も 

う 一度同じ作業を 繰り返すのか ，等の是正処置 

を 決める。 

6. 検証方法の設定 Verification 

作成した HACCP プランが予期したとおり 

に機能しているか       ぅ かを確認する。 

7. 記録の維持管理 Recordkeeping 

モニタリンバや 改善 措置等の結果はすべて 記 

録し保管する。 

( 参考図書としては ，「わかりやすい HACCP 」 

日経 BP 社， 1996 年を推薦する ) 
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